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現 状 と 今 後 1 0 年 の 課 題

(6) マンションの老朽化・空き家の増加により、防災・治安・衛生面等での課題が顕在化
するおそれ 【マンション問題】 ・旧耐震基準時代に建設されたマンションストック：約106万戸

(4) 少子高齢化と人口減少が、１)高齢化問題 ２)空き家問題 ３)地域コミュニティを
支える力の低下といった住宅政策上の諸問題の根本的な要因 【少子化問題】

・希望出生率1.8に対して1.4の現状

(2) 世帯数の減少により空き家がさらに増加 【空き家問題】
・平成31年の5,307万世帯を頂点に世帯数は減少局面を迎え、令和7年5,244万世帯の見込み
・平成25年の空き家戸数：約820万戸（賃貸・売却用等以外：約320万戸）

(5) リフォーム・既存住宅流通等の住宅ストック活用型市場への転換の遅れ
・住宅リフォーム市場規模：平成20年 約6.06兆円→平成25年 約7.49兆円
・既存住宅取引数：平成20年 約16.7万戸→平成25年 約16.9万戸

(1) 少子高齢化・人口減少の急速な進展。大都市圏における後期高齢者の急増
【高齢化問題】
・後期高齢者：平成22年 約1,419万人→令和7年 約2,179万人（首都圏：約318万人→約572万人）
・高齢化に伴い生活保護受給世帯が増加 平成4年 約59万世帯→平成27年 約162万世帯

(3) 地域のコミュニティが希薄化しているなど居住環境の質が低下
・一般路線バスの路線廃止キロ：平成21年～平成26年に約8,053km
・鉄軌道の廃線：平成12年度から平成26年度までに37路線、約754km

②
住宅ストック
からの視点

③
産業・地域
からの視点

①
居住者

からの視点

【計画の基本的な方針】
①住宅政策の方向性を国民に分かりやすく示す
②今後10年の課題に対応するための政策を多様な視点に立って示し、総合的に実施
③３つの視点から、８つの目標を設定

住生活基本法制定
平成18年6月

住生活基本計画（全国計画）
平成23年3月策定

【計画期間】 平成23年度～令和2年度

住生活基本計画（全国計画）
平成18年9月策定

【計画期間】 平成18年度～27年度

おおむね5年毎に
見直し

【空き家の種類別・空き家数の推移】

平成25年度住宅・土地統計調査（総務省）

【後期高齢者の人口推移】
（万人）

首都圏：東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」

1,419
1,646

1,879
2,179

42 50 41 41

352
398 448 460

182
212

268
318

11.5% 12.2% 13.1% 13.5%

0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%

0

200

400

600

800

1000

二次的住宅 賃貸用又は売却用の住宅

その他の住宅 空き家率

576
659

757
820

H10              H15              H20             H25

(万戸）

3

住 生 活 基 本 計 画（平成２８年３月１８日閣議決定）



①居住者からの視点

（基本的な施策）
(1) 必要とする質や広さの住宅に、収入等の世帯

の状況に応じて居住できるよう支援
①子育て世帯向けリフォームの促進等により、民間

賃貸住宅を活用

②公営住宅への優先入居、UR等の家賃低廉化等
により、公的賃貸住宅への入居を支援

③良質で魅力的な既存住宅の流通を促進すること
等により、持家の取得を支援

(2) 世代間で助け合いながら子どもを育てることがで
きる三世代同居・近居の促進

(3) 子育て支援施設の立地誘導等により、地域ぐ
るみで子どもを育む環境を整備

（基本的な施策）
(1) 空き家活用の促進とともに、民間賃貸

住宅を活用した新たな仕組みの構築も
含めた住宅セーフティネット機能を強化

(2) 民間賃貸住宅への円滑な入居促進の
ため、居住支援協議会の設置等を支援

(3) 公営住宅、UR等の公的賃貸住宅を
適切に供給。公営住宅の整備・管理につ
いて、地域の実情を踏まえつつ、
PPP/PFIも含め、民間事業者の様々
なノウハウや技術を活用

(4) 公的賃貸住宅団地の建替え等の実
施、併せて高齢者・子育て支援施設等の
地域拠点の形成による居住環境の再生

目標１
結婚・出産を希望する

若年世帯・子育て世帯が
安心して暮らせる住生活の実現

(1) 希望する住宅を選択・確保できる環境を
整備

(2) 子どもを産み育てたいという思いを実現で
きる環境を整備し、希望出生率1.8の実現
につなげる

(1) 安全に安心して生涯を送ることができるための
住宅の改善・供給

(2) 希望する地域で住宅を確保し、日常生活圏に
おいて、介護・医療サービスや生活支援サービスが
利用できる居住環境を実現

住宅を市場において自力で確保すること
が難しい低額所得者、高齢者、障害者、
ひとり親・多子世帯等の子育て世帯、生
活保護受給者、外国人、ホームレス等
（住宅確保要配慮者）が、安心して暮
らせる住宅を確保できる環境を実現

目標２
高齢者が自立して暮らす
ことができる住生活の実現

目標3
住宅の確保に特に配慮を

要する者の居住の安定の確保

空き家等を活用した子育て世帯向け住宅の供給に併せキッズルームを整備 提供：株式会社学研ココファン
サ高住に様々な医療・介護サービスを組み合わせたモデル拠点 ＵＲ賃貸住宅の建替え（例）

（基本的な施策）

(1) ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化やﾋｰﾄｼｮｯｸ対策に加え、身体・認知機能等
の状況を考慮した部屋の配置・設備等高齢者向けの住
まいや多様な住宅関連サービスのあり方を示した「新た
な高齢者向け住宅のガイドライン」を策定

(2) まちづくりと調和し、需要に応じたサービス付き高齢者
向け住宅等の供給促進や「生涯活躍のまち」の形成

(3) 公的賃貸住宅団地の建替え等の機会をとらえた高齢
者世帯・子育て世帯等の支援に資する施設等の地域
拠点の形成

(4) 公的保証による民間金融機関のバックアップなどによりリ
バースモーゲージの普及を図り、住み替え等の住生活関
連資金の確保

(5) 住宅資産の活用や住み替えに関する相談体制の充実
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②住宅ストックからの視点

(1) 耐震性を充たさない住宅(約900万戸)、省エネ性を充たさない住宅やバリ
フリ化されていない住宅等の建替えやリフォームなどにより、安全で質の高い
住宅ストックに更新

(2) 多数の区分所有者の合意形成という特有の難しさを抱える老朽化マン
ションの建替え・改修を促進し、耐震性等の安全性や質の向上を図る

（基本的な施策）
(1) 空き家増加が抑制される新たな住

宅循環システムの構築
(2) 空き家を活用した地方移住、二地

域居住等の促進
(3) 古民家等の再生・他用途活用
(4) 介護、福祉、子育て支援施設、

宿泊施設等の他用途転換の促進
(5) 定期借家制度等の多様な賃貸借

方式を利用した既存住宅活用促進
(6) 利活用の相談体制や、所有者等

の情報の収集・開示方法の充実
(7) 生活環境に悪影響を及ぼす空き

家について、空家法などを活用した
計画的な解体・撤去を促進

目標6 急増する空き家の
活用・除却の推進

(1) 利活用、計画的な解体・撤去を
推進し、増加を抑制

(2) 地方圏においては特に増加が著
しいため、対策を総合的に推進し、
地方創生に貢献

目標5 建替えやリフォームによる
安全で質の高い住宅ストックへの更新

（基本的な施策）
(1) 資産としての価値を形成するための施

策の総合的な実施
①建物状況調査（インスペクション）、

住宅瑕疵保険等を活用した品質確保
②建物状況調査（インスペクション）の人

材育成や非破壊検査活用等による検
査の質の確保・向上

③住宅性能表示、住宅履歴情報等を活
用した消費者への情報提供の充実

④消費者が住みたい・買いたいと思うよう
な既存住宅の「品質＋魅力」の向上
（外壁・内装のリフォーム、デザイン等）

⑤既存住宅の価値向上を反映した評価
方法の普及・定着

(2) 長期優良住宅等の良質で安全な新
築住宅の供給

(3) 住宅を担保とした資金調達を行える住
宅金融市場の整備・育成

目標4 住宅すごろくを超える
新たな住宅循環システムの構築

改修前 改修後
インスペクション現場（例）

（土台・床組、基礎） （小屋組・梁）

(1) 「住宅すごろく」（住宅購入でｺﾞｰ
ﾙ）を超えて、適切な維持管理やﾘﾌｫｰ
ﾑの実施により、価値が低下せず、魅力
が市場で評価され、流通することによ
り、資産として次の世代に承継されてい
く新たな流れの創出

(2) リフォーム投資の拡大と住み替え需
要の喚起により、多様な居住ニーズに
対応するとともに、人口減少時代の住
宅市場の新たな牽引力を創出

（基本的な施策）
(1) 耐震性を充たさない住宅の建替え等による更新
(2) リフォームによる耐震性、耐久性等（長期優良化等）、省エネ性の向上と適

切な維持管理の促進
(3) 健康増進(ヒートショック防止等)・魅力あるデザイン等の投資意欲が刺激さ

れ、効果が実感できるようなリフォームの促進
(4) 密集市街地における安全を確保するための住宅の建替えやリフォームの促進

策を検討
(5) 民間賃貸住宅の計画的な維持管理を促進するために必要となる修繕資金

が確保されるための手段を幅広く検討
(6) 安心してリフォームができるよう、消費者の相談体制や事業者団体登録制度

の充実・普及
(7) マンションの維持管理・建替え・改修に関する施策の総合的な実施
①敷地売却制度等の活用促進、再開発事業を活用した住宅団地再生
②空き家が多いマンションでの合意形成・団地型マンションの建替えに関する新

たな仕組みの構築
③管理組合の担い手不足への対応、管理費等の確実な徴収や長期修繕計画

及び修繕積立金の設定
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③産業・地域からの視点

目標８ 住宅地の魅力の維持・向上
(1) 地域の特性に応じて、居住環境やコミュニティをより豊かなも

のにすることを目指す
(2) 国土強靱化の理念を踏まえ、自然災害等に対する防災・減

災対策を推進し、居住者の安全性の確保・向上を促進

良好な景観・豊かなコ
ミュニティの維持・向上
（例：仙台市泉区）

ＣＬＴを利用した建築物の実大振動台実験 先導的建築物例（木造による耐火建築物・事務所）

目標7 強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長
(1) 住生活産業の担い手を確保・育成し、地域経済を活性化す

るとともに、良質で安全な住宅を供給できる環境を実現
(2) 住生活に関連する新しいビジネスを成長させ、居住者の利便

性の向上とともに、経済成長に貢献

（基本的な施策）

(1) スマートウェルネスシティやコンパクトシティなどのまちづくりと連携しつ
つ、福祉拠点の形成や街なか居住を進め、交通・買物・医療・教育等の
居住者の利便性向上

(2) 住宅団地の再生促進と、併せて高齢者・子育て支援施設等の地域
の拠点形成による地域コミュニティと利便性の向上を促進

(3) NPOやまちづくりコーディネーターによる支援等を通じ、住民によって担
われる仕組みを充実させるとともに、建築協定や景観協定等を活用し、
良好な景観の形成、豊かなコミュニティの維持・向上

(4) マンションのコミュニティ活動が、居住者、管理組合、周辺住民、民
間事業者、地方公共団体等の適切な役割分担の下に、積極的に行わ
れるよう推進

(5) 密集市街地の改善整備や無電柱化の推進、ハザードマップの積極
的な情報提供、タイムラインの整備と訓練等により居住者の災害時の
安全性を向上

（基本的な施策）

(1) 地域経済を支える地域材を用いた良質な木造住宅の供給促進や
それを担う設計者や技能者の育成等の生産体制整備

(2) 伝統的な技術を確実に承継し発展させるとともに、CLT（直交集
成板）等の部材・工法等の新たな技術開発を推進

(3) 住宅ストックビジネス※の活性化を推進するとともに、多角化する住
生活産業に対応した担い手を確保し、研修等による育成を強化

※既存住宅の維持管理、リフォーム、建物状況調査（インスペクション）、住宅ファイ

ル、空き家管理 等

(4) 子育て世帯・高齢者世帯など幅広い世帯のニーズに応える住生活
関連の新たなビジネス※市場の創出・拡大を促進するとともに、住生
活産業の海外展開を支援するなど、我が国の住生活産業の成長を促
進

※家事代行、食事宅配、ICT対応型住宅、遠隔健康管理、IoT住宅、ロボット技術

等
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成果指標一覧
目標１ 結婚・出産を希望する

若年世帯・子育て世帯が
安心して暮らせる住生活の実現

目標２ 高齢者が自立して暮らす
ことができる住生活の実現

目標3 住宅の確保に特に配慮を
要する者の居住の安定の確保

①子育て世帯※における誘導居住面積水準達成率
【全国】 42%（H25）→ 50%（R7）
【大都市圏】 37%（H25）→ 50%（R7）

②高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合
2.1%（H26）→ ４%（R7）

③（☆）高齢者生活支援施設を併設するサービス付き高齢
者向け住宅の割合

77%（H26）→ 90%（R7）
④（☆）都市再生機構団地（大都市圏のおおむね1,000

戸以上の団地約200団地が対象）の地域の医療福祉拠
点化

０団地（H27）→ 150団地程度（R7）
⑤建替え等が行われる公的賃貸住宅団地（100戸以上）に

おける、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯の支援に
資する施設の併設率

平成28～R7の期間内に建替え等が行われる団地の
おおむね９割

⑥高齢者の居住する住宅の一定のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化率
41%（H25）→ 75%（R7）

※構成員に18歳未満の者が含まれる世帯

目標4
住宅すごろくを超える

新たな住宅循環システムの構築

目標6 急増する空き家の
活用・除却の推進

目標5 建替えやリフォームによる
安全で質の高い住宅ストックへの更新

⑧既存住宅流通の市場規模
４兆円（H25）→ ８兆円（R7）

⑨（☆）既存住宅流通量に占める既存住宅売買瑕疵保険
に加入した住宅の割合

５%（H26）→ 20%（R7）
⑩新築住宅における認定長期優良住宅の割合

11.3%（H26）→ 20%（R7）

⑪耐震基準（昭和56年基準）が求める耐震性を有しない住
宅ストックの比率

18%（H25）→ おおむね解消（R7）
⑫リフォームの市場規模

７兆円（H25）→ 12兆円（R7）
⑬省エネ基準を充たす住宅ストックの割合

６%（H25）→ 20%（R7）
⑭（☆）マンションの建替え等の件数（S50からの累計）

約250件（H26）→ 約500件（R7）
⑮25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定し

ている分譲マンションの管理組合の割合
46%（H25）→ 70%（R7）

⑯（☆）空家等対策計画を策定した市区町村数の全市区
町村数に対する割合

０割（H26）→ おおむね８割（R7）
⑰（☆）賃貸・売却用等以外の「その他空き家」数

318万戸（H25）
→ 400万戸程度におさえる（R7）

目標８
住宅地の魅力の維持・向上

⑦最低居住面積水準未満率
4.2%（H25）→ 早期に解消

●（再掲）都市再生機構団地（大都市圏のおおむね
1,000戸以上の団地約200団地が対象）の地域の医療
福祉拠点化

●（再掲）建替え等が行われる公的賃貸住宅団地（100
戸以上）における、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世
帯の支援に資する施設の併設率

（☆）は新規

●（再掲）既存住宅流通の市場規模
●（再掲）リフォームの市場規模

目標7
強い経済の実現に貢献する

住生活産業の成長

⑱地震時等に著しく危険な密集市街地の面積
約4,450ha（速報）（H27）

→ おおむね解消（R2）
●（再掲）都市再生機構団地（大都市圏のおおむね

1,000戸以上の団地約200団地が対象）の地域の医療
福祉拠点化

●（再掲）建替え等が行われる公的賃貸住宅団地（100戸
以上）における、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯の
支援に資する施設の併設率

●（参考）景観計画に基づき取組を進める地域の数（市区
町村数）

458団体（H26）→ 約700団体（R2）
（参考）市街地等の幹線道路の無電柱化率

16%（H26）→ 20%（R2）
●（参考）最大クラスの洪水・内水・津波・高潮に対応したハ

ザードマップを作成・公表し、住民の防災意識向上につなが
る訓練（机上訓練、情報伝達訓練等）を実施した市区町
村の割合

【洪水】 -（H26）→ 100%（R2）
【内水】 -（H26）→ 100%（R2）
【津波】 0%（H26）→ 100%（R2）
【高潮】 -（H26）→ 100%（R2）

●（参考）土砂災害ハザードマップを作成・公表し、地域防
災計画に土砂災害の防災訓練に関する記載のある市町村
の割合

約33%（H26）→ 約100%（R2）
●（参考）国管理河川におけるタイムラインの策定数

148市区町村（H26）→ 730市区町村（R2）
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①居住者からの視点
②住宅ストックからの視点
③産業・地域からの視点
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ＵＲにおけるミクストコミュニティ形成の促進と子育て支援等制度

二世代の近居支援 若年・子育て支援

概
要

高齢者・子育て等世帯が、親族と交流援助しながら
生活する近居を促進するため、

・近居割（H25.9～）
・近居割ワイド（H27.9～）

により、家賃減額を実施（ＵＲ賃貸住宅ストックの約
８割（約60万戸）で活用可能）

若年世帯・子育て世帯の入居を促進するため、
・地域優良賃貸住宅制度を活用した「子育て割」
・定期借家制度を活用した「そのママ割」や「Ｕ３５割」

により、家賃減額を実施

対
象

近居割 近居割ワイド 子育て割 そのママ割 Ｕ３５割

ＵＲ賃貸住宅に居住する親族
に近居するため、概ね2㎞圏
内のＵＲ賃貸住宅に新たに入
居する世帯

近居割ワイドエリア内のＵＲ賃
貸住宅又は民間住宅等に居
住する親族に近居するため、
近居割ワイドエリア内のＵＲ賃
貸住宅に新たに入居する世
帯

子（18歳未満）を扶養して
いる世帯又は新婚世帯
で、低所得世帯※

※収入分位50%以下

子（18歳未満）を扶養して
いる世帯

契約者が35歳以下の世
帯

※同居人は配偶者、35
歳以下の親族に限る。

支
援
内
容

子育て世帯 or 高齢者世帯

近居割ワイド

近居割エリア
概ね半径2km圏内のUR
賃貸住宅が対象

近居割

近居割ワイドエリア
全国126カ所に指定された
エリア内のあらゆる住宅が対象

or

20％減額
最長9年間
（普通借家）

（最大2.5万円）

子育て割

地域優良賃貸住宅
（子育て型）

10～20％減額
3年間

（定期借家）

10～20％減額
3年間

（定期借家）

5％減額
5年間

5％減額
5年間

子育て世帯向け

そのママ割 Ｕ３５割

若年世帯向け子育て世帯向け

子育て層をＵＲ独自
で支援

子育て予備軍をUR独
自で支援

子育て支援の
柱となる制度
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「ニッポン一億総活躍プラン」、「まち・ひと・しごと創生基本方針2018」等における地方創生等の推進に向け、「子育て支援」・

「ＵＩＪターン」・「コンパクトシティ形成」・「空き家対策」・「防災対策」の施策を実施している地方公共団体と住宅金融支援機構が
連携し、地方公共団体による財政的支援とあわせて、フラット３５の金利を引き下げることにより、子育て支援・地域活性化の推
進を図る。

フラット３５子育て支援型及び地域活性化型の概要

【地方公共団体と住宅金融支援機構の連携イメージ】

連携
補助金等の財政的な支援措置 住宅ローン（フラット35）の金利引下げ

地方公共団体 住宅金融支援機構

子育て支援型 （子育て支援）
～「希望出生率１．８」に向けた近居・同居等の実現～

【シニア世帯】 【子育て世帯】

近居・同居

地域活性化型 （ＵＩＪターン）
～潜在的希望者の地方移住・定着の実現～

【施策を実施する
地方公共団体の区域内】

ＵＩＪターン

＜施策イメージ＞

地域活性化型 （コンパクトシティ形成）
～コンパクトシティの実現～

【居住誘導区域内】 【居住誘導区域外】

住み替え

【施策を実施する
地方公共団体の区域外】

地域活性化型 （空き家対策）
～急増する空き家の活用の実現～

空き家の活用

【空き家バンクに登録
された住宅の取得】

地域活性化型 （防災対策）
～国土強靱化の理念を踏まえた防災対策の実践～

住み替え

【防災・減災対策に
資する住宅】

地域活性化型（地方移住支援）
～地方への移住の動きを加速～

【地方で就業・起業】

地方移住
“移住支援金”

【東京23区】

【フラット３５】の金利から
当初５年間 年▲0.25％

【フラット３５】の金利から
当初10年間 年▲0.3％

【主な要件】

・事業を実施する地方公共団体において、施策を推進するための計画・方針を定め、積極的に取組を実施していること
・地方公共団体において、住宅の建設・購入・改良（空き家対策の場合は空き家バンクに登録された住宅の改修又は取得）に対して、一定の補助
金等の財政支援を行うものであること
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三世代同居の支援（予算措置、税制特例措置）

キッチン・トイレ・風呂・玄関の増設

三世代同居対応工事

玄関の増設キッチンの増設

トイレ・浴室の増設

【予算措置】
○地域型住宅グリーン化事業

・通常
限度額：１００万円／戸 等

・ 三世代同居に対応した住宅とする場合
３０万円／戸を上限として補助限度額を加算

〇長期優良住宅化リフォーム推進事業
・通常

限度額：１００万円／戸、補助率：１／３
・三世代同居改修工事を併せて行う場合

５０万円／戸を上限として補助限度額を加算

【税制特例措置】
１．リフォーム投資型減税（所得税）

・対象工事に三世代同居対応工事を追加
・工事費等の10％を所得税額から控除
（対象工事限度額250万円）

２．リフォームローン型減税（所得税）
・ 2.0％対象工事に三世代同居対応工事を追加
・ローン残高の一定割合を所得税額から控除

＜イメージ＞

三世代同居に対応した住宅の新築又はリフォームを行う場合の予算補助、三世代同居に対応したリ
フォームを行う場合の税制特例措置を実施。
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公営住宅等の改修等と併せた子育て支援施設等の整備

①福祉連携型公的賃貸住宅改修事業

①既存の公営住宅等の大規模な改修と併せて子育て支援施設、高齢者福祉施設等を導入する取組を支援。
②大規模公的賃貸住宅団地において、居住機能の集約化等と併せて子育て支援施設等を整備する取組を支援。

○居住機能の集約
化とあわせて大
規模団地等の地
域居住機能を再
生

○多様な主体の協
働による事業実
施

○高齢者世帯・子
育て世帯向けの
施設や交流機能
等を導入

鉄道

UR

公社

公営

UR

民間マンション 移転後の土地・建物は
売却等により再活用

公営

公社

医療・福祉施設

保育
児童施設

集約化

サービス付き
高齢者向け住宅

跡地は低層住宅、
公園等として活用

関係者による協議会の事業調整
を通じた一体的整備

【想定取組事例】

②地域居住機能再生推進事業

【地域居住機能再生のイメージ】
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高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世帯が安心して健康に暮らすことができる住環境（スマートウェ
ルネス住宅）を実現するため、サービス付き高齢者向け住宅の整備、住宅確保要配慮者専用の住宅とする
場合の改修、介護予防や健康増進、多世代交流等を考慮した先導的な住環境整備に係る取組に対して支援
を行う。

スマートウェルネス住宅等推進事業

サービス付き高齢者向け住宅の供給の加速や多様な居住ニーズに応じた整備の推進を図るため、整備費に対して支援を実施

①サービス付き高齢者向け住宅整備事業

介護予防や健康増進、多世代交流等を考慮した先導的な住環境整備に
係る取組として選定されるものに対して支援を実施

③人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業

新築 1/10（上限 90・120・135万円／戸※）
改修 1/3  （上限 180万円／戸 等）

新築 1/10（上限1,000万円／施設 ）
改修 1/3 （上限1,000万円／施設 ）

新たな住宅セーフティネット制度の枠組みのもと、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合の改修費に対して
支援を実施

②セーフティネット住宅改修事業
（住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業）

※新築の場合は、介護関連施設（デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所 等）、病院、診療所、
訪問看護事業所を補助対象外とする。（平成30年度までに着手する事業は補助対象。）

補助率：１／３ 補助限度額：５０万円／戸 等 対象工事：バリアフリー改修工事、耐震改修工事、共同居住用のための改修工事、間取り変更工事 等

令和元年度予算：275億円

【住宅 】 【高齢者生活
支援施設※】

※床面積等に応じて設定

〔工事費〕補助率：新築１／１０、改修２／３
〔技術の検証等に係る費用〕補助率：２／３
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サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要

ハード ○床面積は原則２５㎡以上

○構造・設備が一定の基準を満たすこと

○バリアフリー構造であること（廊下幅、段差解消、手すり設置）

サービス ○必須サービス：安否確認サービス・生活相談サービス

※その他のサービスの例：食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助

契約内容 ○長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしてい

るなど、居住の安定が図られた契約であること

○敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと 等

【登録基準】

【入居者要件】
・60歳以上の者 又は要支援・要介護認定者 等

【併設施設】
診療所、訪問看護ステーション、
ヘルパーステーション、
デイサービスセンター など

サービス付き高齢者向け住宅

○バリアフリー化や居住者への生活支援の実施等の基準を満たす住宅について都道府県等が登録を実施。
※サービス付き高齢者向け住宅の登録制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（高齢者住まい法）の改正により、平成23年10月に創設

○料金やサービス内容など住宅に関する情報が事業者から開示されることにより、居住者のニーズにあった住ま
いの選択が可能。

戸数 247,644戸

棟数 7,425棟

【登録状況（R1.9末時点）】

住み慣れた環境で必要なサービスを受けながら暮らし続ける 14



新たな住宅セーフティネット制度の枠組み

③ 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

② 登録住宅の改修・入居への経済的支援

① 住宅確保要配慮者の入居を拒まない
賃貸住宅の登録制度

※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律
（平成29年4月26日公布 10月25日施行）

賃
貸
人

保
証
会
社

要
配
慮
者

入居

都道府県等

登録 情報提供

要配慮者の入居を
拒まない住宅（登録住宅）

家賃・家賃債務
保証料の低廉化

・改修費補助
（立上り期に国の直接

補助あり）

・家賃低廉化補助
・改修費融資

（住宅金融支援機構）

・家賃債務
保証料補助

居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

居
住
支
援
法
人

入居
支援等

居住支援活動への補助

【新たな住宅セーフティネット制度のイメージ】

国と地方公共団体等
による支援

※受付・審査中の8,585戸を合わせると20,830戸

【施行状況（R1/10/15時点）】

住宅確保要配慮者円滑入居
賃貸住宅の登録

１２，２４５戸※
（４７都道府県）

居住支援法人の指定 ２６５者
（４０都道府県）

居住支援協議会の設立 ９２協議会

家賃債務保証業者の登録 ６５者

供給促進計画の策定 ３２都道府県８市町
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①居住者からの視点
②住宅ストックからの視点
③産業・地域からの視点
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長期優良住宅化リフォーム推進事業

良質な住宅ストックの形成や、若者による既存住宅の取得環境の改善、子育てをしやすい環境の整備等を図るため、既存住宅

の長寿命化や省エネ化、三世代同居など複数世帯の同居の実現等に資するリフォームに対する支援を行う。

効 果

【対象事業】

以下の①～③を満たすリフォーム工事

①インスペクションを実施し、維持保全計画・履歴を作成すること

②工事後に耐震性と劣化対策が確保されること

③日常的に使用する居室等の部分が、省エネルギー性、バリアフリ

ー性等のいずれかの基準を満たすもの

※若者が既存住宅取得時に行うリフォームは適用要件を緩和

（①、②のみ適用）

【補助率】 １／３

【限度額】 １００万円／戸

○ 長期優良住宅（増改築）認定を取得する場合 ２００万円／戸

さらに省エネ性能を向上させる場合 ２５０万円／戸

○ 三世代同居改修工事を併せて行う場合は、上記の限度額のほか、

５０万円／戸を上限として補助

○ 三世代同居の推進○ 良質な既存住宅ストックの
形成

○ 既存住宅流通・
リフォーム市場の活性化

事 業 概 要
○インスペクションの実施

○性能向上等

・耐震性 ・劣化対策 ・省エネルギー性 ・維持管理・更新の容易性
・バリアフリー性 ・可変性

○維持保全計画・履歴・長期修繕計画の作成

※三世代同居改修工事については、工事完了後に、
キッチン・浴室・トイレ・玄関のうちいずれか２つ以上が複数か所あることが要件

※良好なマンション管理対応工事については、①一定の要件を満たす長期修繕計画を作成すること、
②評価委員会により良好なマンション管理に寄与するものとして認められた工事であることが要件

○三世代同居改修

例）キッチンの増設

耐震性

例）軸組等の補強

劣化対策

例）床下防湿
・防蟻措置

省エネルギー性

例）外壁の断熱 三世代同居改修

例）管理の不用化
等に寄与する改修

良好なマンション
管理対応

○良好なマンション管理対応

○ 若者の住宅取得への
支援

令和元年度予算：45億円

赤字：R元年度拡充

17



不動産取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査（インスペクション）の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる
市場環境を整備

「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」 （平成30年４月１日全面施行）概要

背景

１．既存建物取引時の情報提供の充実

○我が国の既存住宅流通シェアは、欧米諸国（約７０～９０％）と比較して極めて低い水準（14.7％）。
○既存住宅の流通促進は、既存住宅市場の拡大による経済効果、ライフステージに応じた住替え等による豊かな住生活の実現等の意義がある。

既存建物取引時に、購入者は、住宅の質に対する不安を抱えている。一方で、既存建物は個人間で売買されることが多く、一般消費者である売主に
広く情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることは困難。

申
込

み ①媒介契約締結

売却/購入申込み

②重要事項説明

③売買契約締結

物件の引渡し

契
約
手
続

依頼者の意向に応じ
インスペクション実施

【取引フロー】

①媒介契約締結時

宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を
示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせん

②重要事項説明時

宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明

③売買契約締結時

基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、そ
の内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付

・ インスペクションを知らなかった消費者の
サービス利用が促進

・ 建物の質を踏まえた購入判断や交渉が
可能に

・ インスペクション結果を活用した既存住宅
売買瑕疵保険の加入が促進

・建物の瑕疵をめぐった物件引渡し後のトラ
ブルを防止

【新たな措置内容】 【期待される効果】

２．不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済

不動産取引により損害を被った消費者を確実に救済するため、営業保証
金・弁済業務保証金による弁済の対象者から宅地建物取引業者を除外。

業界団体に対し、従業者への体系的な研修を実施するよう努力義務を
課す。

３．宅地建物取引業者の団体による研修

基礎のひび割れ幅の計測

４．施行期日

○ １．既存建物取引時の情報提供の充実に関する規定：平成３０年４月１日施行

○ ２．不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済、３．宅地建物取引業者の団体による研修に関する規定：平成２９年４月１日施行

※ 建物状況調査（インスペクション）

⇒ 建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象・
不具合事象の状況を 目視、計測等により調査するもの。

水平器による柱の傾きの計測

※ 既存住宅売買瑕疵保険
⇒ 既存住宅に瑕疵があった場合に修補費用等を保証する保険。

○成果指標

・既存住宅流通の市場規模
４兆円（H25） ⇒ ８兆円（R7）

・インスペクションを受けた既存
住宅売買瑕疵保険の加入割合
５％（H26） ⇒ 20％（R7）
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「安心Ｒ住宅」（特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度）

〇 既存住宅の流通促進に向けて、｢不安｣｢汚い｣｢わからない｣といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメージを
払拭し、 ｢住みたい｣｢買いたい｣既存住宅を選択できるようにする。

〇 このため、耐震性があり、インスペクション（建物状況調査等）が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提
供が行われる既存住宅に対し、国が商標登録したロゴマークを事業者が広告時に使用することを認める「安心Ｒ住宅」
制度を創設。【平成29年11月6日告示公布、平成29年12月1日告示施行、平成30年4月1日標章使用開始】

「品質が良く、安心して購入できる」
「既存住宅だけどきれい、既存住宅ならではの良さがある」

「選ぶ時に必要な情報が十分に提供され、納得して購入できる」

従来のいわゆる「中古住宅」 「安心Ｒ住宅」 ～「住みたい」「買いたい」既存住宅～

「品質が不安、不具合があるかも」
「古い、汚い」

「選ぶための情報が少ない、わからない」

（既存住宅を紹介しているwebサイト（イメージ））

など

インスペクション済み耐震性あり

リフォーム等の情報現況の写真

「安心Ｒ住宅」ロゴマーク

番号 登録日 名称（略称）

１ 平成29年12月25日 一般社団法人優良ストック住宅推進協議会（スムストック）

２ 平成30年1月26日 一般社団法人リノベーション協議会

３ 平成30年3月13日 公益社団法人全日本不動産協会（（公社）全日本不動産協会）

４ 平成30年6月8日 一般社団法人石川県木造住宅協会

５ 平成30年6月28日 一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会（ＪＥＲＣＯ）

登録団体一覧 令和元年９月末時点

※事業者が既存住宅を買い取り、質の向上を図るリフォームを行ってエンドユーザーに販売する事業（買取再販事業）で扱われる住宅について、事業者に課される不動産取得税を減額する現行の特例
措置の対象を、対象住宅が「安心R住宅」である場合等に、敷地部分に拡充（平成30年度税制改正）

番号 登録日 名称（略称）

６ 平成30年6月29日 一般社団法人住まい管理支援機構（ＨＭＳ機構）

７ 平成30年8月27日 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連）

８ 平成30年9月25日 一般社団法人全国住宅産業協会（全住協）

９ 平成31年4月26日 一般社団法人ステキ信頼リフォーム推進協会

※「安心R住宅」流通件数 1,266件（H31.3月末）
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○ 現在の住宅市場は、良質な住宅ストックが適正に評価されず、維持管理・リフォームを行うインセンティブが働かない悪循環構造にある。

○ 長期優良住宅、住宅性能表示、瑕疵保険、インスペクション、履歴等を活用し、住宅ストックの維持向上・評価・流通・金融等の仕組みを一体的に開
発・普及等する取組みに対し支援を行うことにより、良質な住宅ストックが適正に評価される市場の好循環を促す。

住宅ストック維持・向上促進事業 令和元年度予算：8.55億円の内訳

３．事業概要

(2)試行に係る費用【上限100万円／戸】

①住宅の質の適切な維持・向上に要する経費【補助率：定額】

・インスペクションの実施

・住宅履歴の作成

・瑕疵保険への加入（中古流通・リフォーム時に限る）

・維持管理計画の作成（中古流通・リフォーム時に限る）

②開発する仕組みに対応するための質の向上に要する経費

【補助率：１／３】

・新築（掛かり増し分）

・リフォーム

※安心Ｒ住宅版については特別枠を設けて優先的に採択

(1)開発・普及に係る費用【上限2000万円／事業、補助率：定額】

（例）

・建物の価値の維持向上に資する項目や、そのインスペクション

の方法、実施時期の検討

・開発する金融商品の対象住宅の質、融資可能額等の要件の検討

・チラシの作成、ホームページの改修、事業者や消費者への説明

会開催等を通じた仕組みの周知 等

国

開発
周知
試行

を支援

１．現状の課題と方向性

【住宅所有者等が】
維持管理・

リフォームをする
【個々の住宅の】
良質性が評価される

【市場において】
良質性を評価できる
仕組みが整備される【住宅所有者等が】

維持管理・
リフォームをしない

【個々の住宅の】
良質性が評価されない

【市場において】
良質性を評価できる
仕組みが整備されない

○良質な住宅が適正に評価される好循環○従来の悪循環

悪循環 好循環

20-25年

資
産

価
値

（
建

物
）

・インスペクション
・履歴

・リフォーム
・インスペクション
・瑕疵保険
・履歴

・瑕疵保険
・インスペクション
・履歴

長期使用構造

２．事業イメージ ＜関係主体が連携した協議会＞

工務店

建築士

宅建業者・不動産鑑定士

・ 新築、リフォー
ムの施工

・ 維持補修

・ 新築、リフォーム
の計画、設計

・ 良質性に応じ値付け・鑑定評価
・ 買取、貸付保証

検査・
履歴業者

・インスペクション
・住宅履歴の

蓄積・管理

金融機関
・ ローン商品で

住宅の良質性
を評価

・ 既存住宅の商品化、
ブランド化を
プロデュース

企画者
（プロデューサー）

維持向上・評価等

○ 長期優良住宅
○ 住宅性能表示
○ 瑕疵保険
○ インスペクション
○ 住宅履歴
等

流通・金融等

○ 実質的な残存耐用
年数の評価

○ 買取保証
○ 借上保証
○ 割引金利、
融資可能枠の拡大

○ ノンリコースローン
○ リバースモーゲージ
等

良質な住宅ストックによる市場の好循環を
促す維持向上・評価・流通・金融等

の一体的な仕組み

一体的な
仕組み

開発
周知
試行

【事業主体】
関係主体が連携した協議会等

【補助対象・補助率・補助上限】

良質住宅ストック形成のための
市場環境整備促進事業
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住宅・建築物の耐震改修の支援策（令和元年度予算）

◇耐震改修促進税制（住宅・建築物）

◇住宅金融支援機構による融資制度

建築物（耐震診断義務付け対象） ＜Ｈ26年４月１日より＞

○法人税・所得税 取得価額の25％の特別償却（H27.3.31までに耐震診断の結果報告を行った者が、報告日以後５年間までに耐震改修を行った場合）
○固定資産税 ２年間１／２減額（耐震診断の結果報告を行った者が、政府の補助を受けて、H26.4.1～R2.3.31の間に耐震改修を行った場合）

○耐震診断
・民間実施：国と地方で２／３
・地方公共団体実施：国１／２

○耐震改修等、建替え又は除却

建物の種類 交付率

・緊急輸送道路沿道
・密集市街地、津波浸水区域等の避難

路沿道
国と地方で２／３

・マンション 国と地方で１／３

・その他 国と地方で23％

建物の種類 交付率

・緊急輸送道路沿道
・密集市街地、津波浸水区域等の避難路沿道
・避難所等の防災拠点

公共建築物：国１／３
民間建築物：国と地方で２／３

・多数の者が利用する建築物
（3階建て、かつ、1,000㎡以上の百貨店等）

・大規模な危険物処理・貯蔵場
・避難路沿道（密集市街地、津波浸水区域等に係るもの

以外）

公共建築物：国11.5％
民間建築物：国と地方で23％

○耐震診断
・民間実施：国と地方で２／３
・地方公共団体実施：国１／３（緊急輸送道路沿道の場合は１／２）

○耐震改修、建替え又は除却

◇耐震対策緊急促進事業等 ＜令和元年度予算：国費121億円 （平成30年度予算：国費120億円）＞

○改正耐震改修促進法により、耐震診断の義務付け対象となる建築物に対し、通常の助成に加え、重点的・緊急的に支援（令和4年度末まで）
耐震診断、補強設計：国１／３ ⇒ １／２ 耐震改修：国11.5％、１／３※ ⇒ １／３、２／５※

（不特定多数利用大規模建築物（ホテル・旅館、デパート等）等の耐震診断については、平成27年度末までの措置）
（通常の社会資本整備総合交付金等による国費分を含む助成率。上記の他、社会資本整備総合交付金等を活用した既存の耐震補助制度がない地方公共団体の区域においても一定の支援）
（地方公共団体の施設については、社会資本整備総合交付金等において同等の支援）

※防災拠点等

住宅（共同住宅を含む） 建築物

◇住宅・建築物安全ストック形成事業 ＜社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金の基幹事業（令和元年度予算）＞
※地方公共団体の補助制度については、住宅・建築物がある地方公共団体にお問い合わせください。

住 宅

○所得税（R3.12まで） 耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額の１０％相当額（上限25万円）を所得税から控除
○固定資産税（R2.3まで） 固定資産税額（120㎡相当部分まで）を１年間１／２に減額

（特に重要な避難路沿道にある住宅は、２年間１／２減額）

個人向け マンション管理組合向け

○融資限度額：１，５００万円（住宅部分の工事費の100％が上限）
○金利：償還期間10年以内0.38％ 、11年～20年以内0.52％（R1.10.1現在）

○融資限度額：原則として５００万円／戸（共用部分の工事費の100％が上限）
○金利：原則として償還期間10年以内0.30％ 、11年～20年以内0.32％（R1.10.1現在）21



1973 1990 2016 

エネルギー消費シェアの推移

産業

業務・
家庭

運輸

大手住宅事業者の供給する戸建住宅等へのトップランナー制度の全面展開

○ 建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者に加え、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を対象に、トップランナー基準
（省エネ基準を上回る基準）に適合する住宅を供給する責務を課し、国による勧告・命令等により実効性を担保

大手ハウスメーカー等の供給する戸建住宅等について、トップランナー基準への適合を徹底

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律

[省エネ性能向上のための措置例]

太陽光発電

高効率給湯断熱材

ペアガラス
二重サッシ

日差しを遮る庇

背景・必要性

○ 我が国のエネルギー需給構造の逼迫の解消や、地球温暖化対策に係る｢パリ協定｣の目標＊達成のため、
住宅・建築物の省エネ対策の強化が喫緊の課題

＜その他＞ ○ 気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入 等

オフィスビル等に係る措置の強化

○ 省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象を拡大 (延べ面積の下限を2000㎡から300㎡に見直すことを想定)

建築確認手続きにおいて省エネ基準への適合を要件化

○ 省エネ性能向上計画の認定（容積率特例）＊の対象に、複数の建築物の連携による取組を追加
（高効率熱源（コージェネレーション設備等）の整備費等について支援（※予算関連））

複数の建築物の省エネ性能を総合的に評価し、高い省エネ性能を実現しようとする取組を促進
複数の建築物の連携による取組の促進

オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
等

＊我が国の業務・家庭部門の目標(2030年度)：温室効果ガス排出量約4割削減(2013年度比)

法律の概要

⇒ 住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じる
ことが必要不可欠

マ
ン
シ
ョ
ン
等

○ 所管行政庁による計画の審査（省エネ基準への適合確認）を合理化（民間審査機関の活用）

し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督（指示・命令等）体制を強化

監督体制の強化により、省エネ基準への適合を徹底
マンション等に係る計画届出制度の審査手続の合理化

＊本法に基づく段階的な措置の強化は、「地球温暖化対策計画(2016.5閣議決定)」「エネルギー基本計画(2018.7閣議決定)」における方針を踏まえたもの

戸建住宅等に係る省エネ性能に関する説明の義務付け

○ 小規模(延べ面積300㎡未満を想定)の住宅・建築物の新築等の際に、設計者(建築士)から
建築主への省エネ性能に関する説明を義務付けることにより、省エネ基準への適合を推進

設計者（建築士）から建築主への説明の義務付けにより、省エネ基準への適合を推進
戸
建
住
宅
等

＊新築等の計画が誘導基準に適合する場合に所管行政庁
の認定を受けることができる制度。認定を受けた場合に
は、省エネ性能向上のための設備について容積率を緩和

公布日：2019年5月17日

法公布後6ヶ月以内施行

法公布後6ヶ月以内施行

法公布後6ヶ月以内施行

法公布後2年以内施行

法公布後2年以内施行

法公布後2年以内施行 22



Ｈ26マンション建替法の改正の概要

一般のマンション 耐震性不足のマンション

改修
・区分所有法による改修

⇒３／４以上の賛成
・耐震改修促進法による改修

⇒過半数の賛成、容積率等の緩和特例

建替え

・区分所有法の建替え（個別売却）

・マンション建替法の建替え（権利変換）

⇒４／５以上の賛成
・マンション敷地売却制度の創設

⇒４／５以上の賛成

・容積率の緩和特例
取壊して
住替え

・民法原則に基づき全員同意が必要

Ｈ25改正で措置

マンション建替法改正で措置

○南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の巨大地震発生のおそれがある中、生命・身体の保護
の観点から、耐震性不足の老朽化マンションの建替え等が喫緊の課題

※平成26年度予算、税制改正において、マンション敷地売却に係る支援措置や弁護士・建築士の専門家による相談体制等の
整備に係る措置を創設。

※マンション敷地売却制度の実施状況：除却の必要性に係る認定14件（うち、買受計画の認定４件）（Ｈ30.11現在）

平成26年６月25日公布、平成26年12月24日施行

23



管理組合等による管理効率化・適正化、再生促進の取組みを後押しする活動を行う法人
を支援することで、成功事例・ノウハウを収集・分析し、全国の地方公共団体・管理組合等へ
の普及・定着を図るとともに、地方公共団体等が実施するマンションの管理適正化に関する
全国の先駆的な取組みをモデル事例として支援を行う。
（事業期間：平成３１～３３年度）

事業概要

高経年マンションの担い手不足等に対応した効率管理の普及
○ 高経年マンションでは高齢化・空き家化が顕著に進行
○ 外部専門家活用やＩＴ導入等により管理の効率化が図られない場合、管理組合
が担い手不足に対応できず将来的に管理が不全化するおそれ

老朽化マンションの再生（建替え・敷地売却）に特有の課題への対応
○ 多数の区分所有者の合意形成、権利関係が複雑、専門的知識を要する
○ 高経年マンションの再生が進まず、管理が適切に行われていないマンションが
放置されるおそれ

〔高経年マンションの現状・課題〕
○ 築４０年超の高経年分譲マンションは２０年後に約4.5倍に急増
○ 高経年マンションは高齢化や担い手不足等が管理組合の運営に支障
○ 適切な管理・修繕が行われないマンションが放置され、管理が不全化することで
深刻な外部不経済が拡大する懸念

現状・課題

①マンションの新たな維持管理適正化・再生推進
○ マンション管理の効率化を図るための技術導入などモデル事例への支援
○ 空き家・所有者不明住戸など新たな課題に対応したモデル事例への支援 等

②老朽マンションの建替え等の専門家による相談体制等の整備
○ 弁護士等による建替え・敷地売却、被災マンションの再建・補修の相談

③地方公共団体等によるマンションの管理適正化対策
○ 地方公共団体等が実施する管理が不十分なマンションの実態調査への支援
○ 地方公共団体等が行う、管理が不全化するおそれのあるマンションを対象とした、
修繕積立金・長期修繕計画等の水準を適正化するための支援 等

支援対象の活動内容

①、②管理組合の活動を支援する取組みを行う法人
③地方公共団体又は地方公共団体と連携する法人・団体

事業主体

マンション管理適正化・再生推進事業

マンションの管理適正化への公的関与
○ 管理が適正に行われていないマンションにおいて、管理運営を自力で適正化
することは困難

○ 全国の公共団体の約８割は管理が適正に行われていないマンションの実態を
把握していない

○ 管理組合への支援の多くは相談対応等にとどまる

〔マンションの管理適正化（予防含む）への方向性〕
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○ 適正に管理されない空家等が周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていること等を背景に制定された、「空家等対策
の推進に関する特別措置法」（平成26年法律第127号）（議員立法）が平成27年5月26日に全面施行。

○ 法律に加え、財政支援措置及び税制措置を講じることにより、空き家対策を総合的に推進。

空き家対策の概要

財政支援措置

なお、社会資本整備総合
交付金においても居住環
境の整備改善等を図る
観点から、同様の支援を
実施。

税制措置

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年11月公布、平成27年5月全面施行）

（ 現行の住宅用地特例）

相続人が、相続により生じた古い空き住宅又は当該空き住宅の除却後
の敷地を令和5年12月31日までの間に譲渡した場合、譲渡所得から
３０００万円を特別控除する。

更地
被相続人の住宅(※) 空き住宅

耐震リフォーム
（耐震性がある場合は不要）

空き住宅の
譲渡所得
3,000万円
特別控除

相続

空き家の活用 空き家の除却

現行の
住宅用地

小規模住宅用地
（200㎡以下の

部分）

一般住宅用地
（200㎡を超え
る部分）

固定資産税の
課税標準

1/6に減額 1/3に減額

市町村長が法の規定に基づく勧告をした特定空家等については、

当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地

特例の対象から除外

●

●

●

空き家対策の担い手強化・連携モ
デル事業 R元予算 3.39億円

空き家に関する多様な相談
にワンストップで対応できる
人材の育成、専門家等と連
携した相談体制を構築する
取組等への支援を行う。

空き家対策総合支援事業 R元予算 33億円

空家等対策特別措置法に基づく空家等対策計画に沿った、空き家の活
用や除却など市町村による総合的な空き家対策への支援を行う。

●

市町村による空家等対策計画の策定等
・1,051市区町村が策定済（平成31年3月31日時点）

空家等の実態把握・所有者の特定等
・市町村内部で固定資産税等に関する情報の活用が可能

空家等及びその跡地の活用

管理不十分で放置することが不適切な空家等（特定空家等）に
対する措置 （助言・指導、勧告、命令、行政代執行）
・助言・指導 15,586件、勧告 922件、命令 111件、
代執行 165件（うち略式代執行 124件） (平成31年3月31日時点)

(※) ・昭和56年５月31日以前に建築された家屋に限る。

・相続開始の直前に被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、

一定要件を満たせば適用対象となる。 25



空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等（概要）

市 区
町村数

比率

設置済み 735 42%

設置予定あり 415 24%

令和元年度 117 7%

令和2年度 15 1%

令和3年度 1 0%

時期未定 282 16%

設置予定なし 591 34%

合 計 1,741 100%

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 合 計

助言・指導 2,890 (167) 3,515 (221) 4,271 (278) 4,910 (335) 15,586 (541)

勧告 57 ( 25) 210 ( 74) 285 ( 91) 370 (105) 922 (197)

命令 4 ( 3) 19 ( 17) 47 ( 30) 41 ( 19) 111 ( 56)

行政代執行 1 ( 1) 10 ( 10) 12 ( 12) 18 ( 14) 41 ( 34)

略式代執行 8 ( 8) 27 ( 23) 40 ( 33) 49 ( 44) 124 ( 92)

1．空家等対策計画の策定状況 2．法定協議会の設置状況

3．特定空家等に対する措置状況 ※（ ）内は市区町村数

・調査対象：1788団体（47都道府県、1741市区町村）
・回収数：1788団体（回収率100％）

市 区

町村数
比率

既に策定済み 1,051 60%

策定予定あり 519 30%

令和元年度 214 12%

令和2年度 19 1%

令和3年度 2 0%

時期未定 284 16%

策定予定なし 171 10%

合 計 1,741 100%

○平成31年3月31日時点 国土交通省・総務省調査

（その他）
空き家等の譲渡所得3,000万円
控除に係る確認書の交付実績
※（ ）内は市区町村数

交付件数

平成28年度 4,477 (496)

平成29年度 6,983 (564)

平成30年度 7,774 (598)

合 計 19,234 (761)
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空き家対策総合支援事業

空家等対策計画に基づき実施する空き家の除却や活用などを地域のまちづくりの柱として実施する
市町村に対して、国が重点的・効率的な支援を行うため、社会資本整備総合交付金とは別枠で措置

以下のすべての条件を満たすこと

①空家特措法に基づく「空家等対策計画」を策定
②空家特措法に基づく「協議会」を設置するなど、地
域の民間事業者等との連携体制がある

補助対象市区町村

・空き家の除却
（例：特定空家等の除却、ポケットパークとして跡地を利用する空き
家を解体）

・空き家の活用
（例：空き家を地域活性化のための地域交流施設に活用）

・関連する事業等
（例：周辺建物の外観整備、残置物の処分への支援）

補助対象事業

地域活性化のため、空き家を
地域交流施設に活用

これらの総合的な取組を国が支援

空き家の活用空き家の除却

市区町村が空家等対策計画に基づき実施

居住環境の整備改善のため、
空き家を除却し防災空地を整備

〈事業活用イメージ〉

Before

After

Before

After

など

など

【上記計画に基づく事業】

BeforeBefore

AfterAfter

補助率

令和元年度予算：33億円（1.22倍）

事業主体・補助率所有者が実施 地方公共団体が実施

負担割合

※活用の場合は、各々1/3を負担 ※活用の場合は、各々1/2を負担

2/5 3/5

国
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※社会資本整備総合交付金等でも同様の支援が可能 27



空き家対策の担い手強化・連携モデル事業

各地における空き家対策を加速するため、空き家に関する多様な相談に対応できる人材育成、多様な専門家等との連
携による相談体制の構築、地方公共団体と専門家等が連携して共通課題の解決を行うモデル的な取組について支援を
行い、その成果の全国への展開を図る。

事業内容

空き家に関する多様な相談にワンストップで対応で
きる人材の育成、地方における法務、不動産、建築等
の専門家等と連携した相談体制を構築する取組を支
援。

補助率
定額補助

事業要件 ・地方公共団体と専門家等が連携して実施すること

・本事業の成果を広く公開すること

平成30年度～令和2年度
事業期間事業主体

市区町村、民間事業者等

空き家に関する

多様な相談に対応

専門相談の
取り次ぎ等

相談事項への
対応・アドバイス等

空き家

所有者等

相続

管理

売買
解体

賃貸

相談

専門家等との連携による相談体制の構築

弁護士

司法書士

行政書士

宅地建物取引業者

土地家屋調査士

建築士

建設・解体事業者

管理代行業者

NPO法人

・・・

＜取組例＞

「発生抑制」・相続登記の徹底を促す取組
・成年後見制度、民事信託の利用等

・財産管理制度の活用
・効率的に所有者を特定する取組

・地域において空き家を活用する取組
・活用の際の建築基準法等の対応についての整理

「除却」

「利活用」

相談を受ける
人材の育成

１．人材育成と相談体制の整備
（個別課題の解決）

２．モデル的取組への支援
（共通課題の解決）

空き家の発生抑制、除却、利活用等における高度
なノウハウを要する事例について、具体のケーススタ
ディとして蓄積する取組、全国の多様な取組事例に
ついて情報共有を行う取組を支援。

令和元年度予算：3.39億円（1.13倍）
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① 市町村による空き家の特定・
所有者調査 （課税情報も活用）

② 空き家所有者に外部提供の
意向確認

③ 空き家所有者の同意
④ 所有者情報を提供
⑤ 事業者と所有者の接触

「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」について

○ 空き家の利活用の促進を図る上で、宅地建物取引業者等の民間事業者等との連携が重要。
○ 市町村が空き家所有者情報を民間事業者等に提供するための法制的な整理や、空き家所有者情報の収集・同意

取得の留意点等の運用方法、先進的な取組事例等を内容とするガイドライン（試案（平成29年３月公表）を拡充したも
の）を策定・公表。

２ ． 空 き 家 所 有 者 情 報 の 提 供 に 関 す る 運 用 の 仕 組 み１ ． 法 制 的 整 理

① 情報の提供先
例：〇〇協会△△支部及び所属事業者

② 提供先における利用目的
③ 提供される情報の内容

例：氏名、連絡先、利活用の意向、物件情報等

（１）同意取得の相手方 ： 所有者

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

の

概

要 （３）同意取得の方法 ： 書面が望ましい

○ 市町村による民間事業者の登録制度市町村と事業者団
体との協定等が考えられる（市町村が積極的に関与）

○ 苦情対応やトラブル防止に配慮した仕組みづくりが重要

空き家所有者情報の外部提供
スキーム（イメージ）

（２）同意取得の内容 ：

○ 空家特措法により、
課税情報等を空き家対
策のために市町村内部
で利用できるようになっ
た。当該情報を基に空
き家所有者本人への接
触も可能。

○ 所有者本人の同意
が得られれば、課税情
報を含む空き家所有者
情報を民間事業者等に
提供することが可能で
あり、個人情報保護条
例、地方税法及び地方
公務員法に抵触しない。

平成30年6月8日公表

○ 空き家の特定等（左記①）に活用されている情報

３ ． 市 町 村 に お け る 先 進 的 な 取 組

○ 市町村の先進的な取組事例を、スキーム図や実際に使用している同意書の書式等とともに紹介。

税務部局・その他の部局

空家部局

④

事業者 所有者

①

②

③

⑤

○ 同意取得（左記③）に当たっての留意事項

○ 所有者情報の提供（左記④）に当たっての留意事項

固定資産税課税情報／不動産登記情報／住民票記載情
報／水道閉栓情報／自治会等からの情報／死亡届等
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「全国版空き家・空き地バンク」について

○ 空き家バンクは、全自治体の約3分の2（1,193自治体）が設置済み、未設置の自治体のうち、222自治体が準
備中又は今後設置予定である等、各地域の空き家対策として取組が進んでいる。

○ しかしながら、自治体ごとに各々設置されているだけでは、開示情報の項目が異なり分かりづらく、検索が難
しいなど、課題も存在。

現状・課題

○ 国土交通省では、各自治体の空き家等情報の標準化・集約化を図り、全国どこからでも簡単にアクセス・検
索できるよう「全国版空き家・空き地バンク」の構築を支援。

○ 平成29年10月より、公募により選定した2事業者 【 (株)LIFULL・ｱｯﾄﾎｰﾑ(株) 】が試行運用を開始。

○ 準備が整った自治体から順次掲載を進め、システムの改善等を行った上で、平成30年4月より本格運用を開

始。

全国版空き家・空き地バンクの構築

ラ イ フ ル

←バナーをクリックすると各社のサイトをご覧いただけます。

※ 国土交通省HPにも下記バナーを設置

○令和元年９月末日時点で662自治体参加。
○順次、物件情報の掲載等を推進中。

（現在、487自治体が掲載中）

現在の運用状況

まる

これまでの成約実績

○自治体へのアンケート調査等によると、約2,900件
の物件が成約済。※令和元年８月末日時点

株式会社LIFULL

URL: https://www.homes.co.jp/akiyabank/ URL: https://www.akiya-athome.jp/

アットホーム株式会社
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①居住者からの視点
②住宅ストックからの視点
③産業・地域からの視点
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木造住宅・建築物の整備の推進

○ 住宅・建築物における木材利用の促進により、国内の豊富な森林資源を循環利用し、低炭素社会の実現
に取り組む。

○ このため、地域材等を活用した木造住宅・建築物の整備の推進、木造住宅・建築物にかかる人材の育成を
実施する。

中小の木造住宅生産事業者グループによる地域型住
宅の質の向上を通じた生産体制の強化と耐久性や省
エネルギー性能に優れた住宅・建築物の整備の促進

➢地球温暖化対策計画の目標達成に向けた住宅・建築物の省エネ
性能向上のため、中小工務店向け断熱施工技術講習の実施に対
して支援

➢ 木造住宅・建築物の担い手となる技能者の育成や、技術力向上に
対して支援

地域材等を活用した住宅・建築物の整備の推進 木造住宅・建築物に係る人材の育成

先導的な技術を導入した非住宅・中大規模木造建築
物等の整備の促進

○ 木質耐火部材を使用した
耐火建築物

○ ＣＬＴ工法による木造ホテル

地域の気候風土に応じた木造住宅の建築技術等に係るリーディング
プロジェクトを支援
「和の住まい」の推進

○気候風土に応じた省エネ住宅のイメージ
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サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）

木造化に係る住宅・建築物のリーディングプロジェクトを広く民間等から提案を募り、支援を行うことにより、
総合的な観点からサステナブルな社会の形成を図る。

下記の要件を満たす木造建築物
（公募し、有識者委員会により選定）

【調査設計費】
先導的な木造化に関する費用の１／２以下。

① 構造・防火面で先導的な設計・施工技術の導入されるもの
② 使用する材料や工法の工夫により整備コストを低減させるなどの、

木材利用に関する建築生産システムについて先導性を有するもの
③ 主要構造部に木材を一定以上使用するもの
④ 建築基準法上特段の措置を要する一定規模以上のもの
⑤ 先導的な技術について、内容を検証し公表するもの
⑥ 建築物及びその情報が、竣工後に多数の者の目に触れると認められるもの

民間事業者、地方公共団体等
● 補助対象事業者

● 対象プロジェクト

【建設工事費】
木造化による掛増し費用の１／２以下。
（ただし算出が困難な場合は建設工事費の15％）

● 補助額

（１）多様な用途の先導的木造建築物への支援

先導的な設計・施工技術が導入される実用的で多様な用途の木造
建築物等の整備に対し、国が費用の一部を支援。

（２）実験棟整備への支援と性能の検証

【調査設計費及び建設工事費】
定額 （上限30百万円）

● 補助対象事業者

● 対象プロジェクト

● 補助額
民間事業者、地方公共団体等

CLT（直交集成板）パネル CLT工法による実験棟

① 木材利用に関する建築生産システム等の先導性を有
するもの

② 国の制度基準に関する実験・検証を行うもの
③ 公的主体と共同または協力を得た研究の実施
④ 実験・検証の内容の公表
⑤ 実験・検証の一般公開等による普及啓発等

ＣＬＴ等新たな木質建築材料を用いた工法
等について、建築実証と居住性等の実験を担う
実験棟の整備費用の一部を支援。

※ 補助額の上限は原則合計５億円

下記の要件を満たす木造の実験棟
（公募し、有識者委員会により選定）

木質耐火部材を使用した
耐火建築物

CLT工法による木造ホテル

《実績》 合計９１件 （平成22～26年度までの前身事業の実績を含む。取下げ分を除く）

（近年の年度別） 27年度：５、 28年度：20、 29年度：９、 30年度：11、 R1年度：７

《実績》 合計９１件 （平成22～26年度までの前身事業の実績を含む。取下げ分を除く）

（近年の年度別） 27年度：５、 28年度：20、 29年度：９、 30年度：11、 R1年度：７

令和元年度予算 ：
環境・ストック活用推進事業99.83億円の内数
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住宅・建築分野における海外展開・国際協力

34

「インフラシステム輸出戦略」（H30.6改訂）、「国土交通省インフラシステム海外展開行動計画2019」
（H31.3）に基づき、住宅・建築分野において、我が国が戦後住宅不足や幾多の災害を乗り越える中で
蓄積してきた政策的・技術的知見を最大限に活かした海外展開支援・国際協力を推進する。

基本的取組方針
・官民協調 （建築住宅産業協会(JIBH)、JＨＦ、ＵＲ、国際関係機関等との緊密な連携）
・耐震、環境分野などの我が国技術の活用・応用
・住宅・建築に係る制度・基準の整備支援

技術的知見の蓄積
・耐震・免震・制振構造
・環境建築対策・技術
・プレハブ工法

など

政策的知見の蓄積
・住宅金融
・公的住宅供給・管理
・建築基準
・住環境整備・都市再生

多摩NT

新興国等の社会的課題解決と
持続的経済発展の実現

我が国技術を活用・応用した民間企業
の海外展開の促進



次世代住宅の実用化に向けた取組について

＜進捗状況・スケジュール案＞

＜ＩｏＴ住宅等の次世代住宅に係る調査＞
・IoT住宅に関して、供給サイドのシーズ調査、需要サイドのニーズ調査を実施

・既存の住生活を大きく変えたモノやサービスについて、その成功要因、失敗事例を
踏まえた考慮すべきポイント等の整理

平成28年10月頃 平成29年4月以降

＜ＩｏＴ住宅等の次世代住宅に係る懇談会＞
・経済産業省など、関係省庁と連携し、住宅供給事業者、住生活関
連サービス提供事業者における次世代住宅の普及に向けた課題
の抽出、共通認識や連携体制を醸成

＜次世代住宅の実用化に向けた実
証的な取組みへの支援＞
・IoTを活用した住宅における居住者の生
活データの収集・分析等の居住者実験
などを行うため、住宅の整備やその効果
の検証等に要する費用に対して支援

○子育て世帯・高齢者世帯など幅広い世帯のニーズに応える住生活関連の新たなビジネス市場
（IoT住宅等）の創出・拡大を促進

省エネ・環境配慮

（例）
給湯によるエネル

ギー消費を抑制するた
め、お湯の使用状況や
追い炊きの頻度をタブ
レット上に表示。

防犯・防災

（例）
窓の外に人が侵入すると、

センサーが感知して自動的
にシャッターを下ろし、室
内のモニターに住宅周辺の
映像を表示、音声を拡大し
て居住者に警告。

健康・事故防止

（例）
脱衣所や浴室の気温、浴槽の

お湯の温度などを計測し、温度
の急激な変化が生じないように
温度をコントロールし、ヒート
ショックを防止。

快適・生活の質

（例）
屋根に設置された風

向計が関知する風向き
に合わせて室内の窓を
自動開閉。開閉する窓
と開閉向きを最適化。 （制御機器） （自動開閉）

IoT活用のイメージ
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都府県 市区町村 面積
面積

（H29年度末）
面積

（H30年度末）

埼玉県 川口市 ５４ha ５４ha ５４ha

千葉県 浦安市 ９ha ８ha ８ha

東京都
文京区、台東区、墨田区、品川区、

目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、
中野区、豊島区、北区、荒川区、足立区

１，６８３ha ４８２ha ３１６ha

神奈川県 横浜市、川崎市 ６９０ha ５７ha ５７ha

愛知県 名古屋市、安城市 １０４ha １０３ha １０２ha

滋賀県 大津市 １０ha １０ha １０ha

京都府 京都市、向日市 ３６２ha ３５７ha ３５７ha

大阪府
大阪市、堺市、豊中市、守口市、

門真市、寝屋川市、東大阪市
２，２４８ha １，９８０ha １，８８５ha

兵庫県 神戸市 ２２５ha １９９ha １９９ha

和歌山県 橋本市、かつらぎ町 １３ha ０ha ０ha

徳島県 鳴門市、美波町、牟岐町 ３０ha ２６ha ２６ha

香川県 丸亀市 ３ha ３ha ３ha

愛媛県 宇和島市 ４ha ０ha ０ha

高知県 高知市 ２２ha ２２ha ２２ha

長崎県 長崎市 ２６２ha １２０ha １０９ha

大分県 大分市 ２６ha ０ha ０ha

沖縄県 嘉手納町 ２ha ２ha ２ha

合計 ４１市区町 ５，７４５ha ３，４２２ha ３，１４９ha

密集市街地の改善整備について

○地震時等に著しく危険な密集市街地約6,000ha （※）について、令和2年度までに最低限の安全性を確保しおおむね解消する

ことを目標に（住生活基本計画（全国計画）、平成23年3月閣議決定）、密集市街地の計画的改善を推進。

※密集市街地のうち、延焼危険性や避難困難性が特に高く、地震時等において、大規模な火災の可能性、あるいは道路閉塞による地区外への

避難経路の喪失の可能性があり、生命・財産の安全性の確保が著しく困難で、重点的改善が必要な密集市街地。全国で5,745ha（H24年10月公表）

○平成28年3月に改訂された住生活基本計画（全国計画）においても、令和2年度までにおおむね解消する目標を継続。

○平成30年度末までに2,596haについて最低限の安全性が確保され、地震時等に著しく危険な密集市街地は3,149ha。

【地震時等に著しく危険な密集市街地 （H24年10月公表）】

○「延焼危険性」、「避難困難性」いずれかの指標が所定の水準
に達していない地区について、 地方公共団体が総合的な判断に
基づき、「地震時等に著しく危険な密集市街地」として抽出

地震時等に著しく危険な密集市街地の抽出

火災発生時における燃え広がりにくさを示す指標について、目標水
準が達成されていること。代表的な指標は不燃領域率。

不燃領域率【※】： 40%以上
※地区内の空地（公園、広幅員道路）＋耐火建築物の面積の割合。
不燃領域率が40％以上になると、火災で燃え広がる面積が大幅に抑制さ
れるとされている（40%より高い目標を設定している地方公共団体もある）。

「延焼危険性」の基本的な整備水準

火災発生時における地区外への避難しやすさを示す「地区内閉塞
度」の目標水準が達成されていること。

地区内閉塞度【※】： レベル1～2（ 5段階中)

※以下のデータを特別評価プログラムで解析してレベルを算出。
・地区面積（小さいほど逃げやすい）
・道路の総延長（長いほど逃げやすい）
・広幅員道路の延長（長いほど逃げやすい）
・行き止まりの細街路（少ないほど逃げやすい）
・老朽木造棟数（少ないほど道が塞がれず逃げやすい） 等

「避難困難性」の基本的な整備水準
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防災街区整備事業

防災施設建築物

個別利用区

－除却 －土地への権利変換

受け皿住宅
の確保

地区施設
の整備

共同化による防災性の向上
（耐火又は準耐火建築物）

権利変換方式
（除却、移転についての強制力の付与）

事業前

事業後

調査設計計画（権利変換計画作成を含む）
土地整備、共同施設整備（ 交付率：1/3）

種地

○密集住宅市街地において、老朽住宅等の建替えと公共施設の整備を促進し、住
環境改善、防災性の向上等を図るため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行う

住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）の概要

【整備地区の要件】
・重点整備地区を一つ以上含む地区
・整備地区の面積が概ね５ha以上（重点供給地域は概ね２ha以上）
・原則として住宅戸数密度が３０戸/ha以上の地区

【重点整備地区の要件】
・重点整備地区の面積が概ね１ha以上（重点供給地域は概ね０．５ha以上）
・地区内の換算老朽住宅戸数が５０戸以上（重点供給地域は２５戸以上）
・住宅戸数密度と老朽住宅の割合が一定以上

事業に関連する公共施設の整備

道路・都市公園・河川等の整備

関連公共施設整備

（交付率：通常事業に準ずる）

老朽建築物等の除却・建替え

沿道建築物の不燃化

延焼遮断帯形成事業

一定の要件を満たす沿道建築物の外壁・開口部・
屋根等の整備等（交付率：1/3)

共同・協調化建替

除却等、階段や通路等の共同施設整備、空地整備等
（交付率：１/3）

防災建替え・認定建替えにより個別
の建替を助成（戸建住宅にも助成）

除却等、階段や通路等の共同施設整備、空地整備等

（交付率：1/3)

老朽建築物、空き家等の除却

買収費、除却工事費、通損補償等

（交付率：1/2、1/3、２／５)

受け皿住宅の整備

従前居住者用の受け皿住宅の整備

都市再生住宅等整備事業

調査設計計画、従前居住者用賃貸住宅整備等（交付率：1/３、1/2、2/3）

地区内の公共施設の整備

道路・公園等の整備

コミュニティ施設の整備

（集会所、子育て支援施設等）

（交付率：1/2、1/3）

建築物への権利変換による土地・建物
の共同化を基本としつつ、個別の土地
への権利変換を認める柔軟かつ強力な
事業手法を用いながら、老朽化した建
築物を除却し、防災機能を備えた建築
物及び公共施設の整備を行う

令和元年度予算 ： 社会資本整備総合交付金 8,713億円の内数
防災・安全交付金 1兆3,173億円の内数
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地震時等に著しく危険な密集市街地に関する緊急対策

概 要：平成30年大阪府北部地震等を踏まえ、地震時等に著しく危険な密集市街地を対象に、防火規制の
実施状況の緊急点検を行い、条例などにより防火規制が行われている、特に整備改善が必要な
地区が約2,800haあることが判明したため、こうした地域の不燃化を前倒しして進めることとし、老
朽建築物の除却、延焼防止性能を有する建築物への建替、避難地・避難路の整備等の緊急対策
を実施する。

府省庁名：国土交通省

箇 所：約2,800ha
地震時等に著しく危険な密集市街地のうち、条例などにより防火規制が
行われている、特に整備改善が必要な地区

期 間：2020年度まで
実施主体：国、都道府県、政令指定都市、市区町村

地震時等に著しく危険な密集市街地に関する緊急対策

内 容：

老朽建築物の除却及び延焼防止性能を有する建築物への建替
防火規制が実施されている地域において、集中的に不燃化を促進

避難地・避難路の整備
延焼遮断帯や避難地・避難路としての役割を持つ公園・道路を整備

達成目標： 地震時等に著しく危険な密集市街地を概ね解消 【従前】 【従後】

老朽木造住宅 狭あい道路

老朽建築物

更地除却

・除却のみでも支援

戸建住宅（準耐火以上）

建替え

老朽建築物の除却・建替 避難路の整備
38



建築物の除却・建替えによる密集市街地の不燃化促進

○ 令和２年度までの３年間で、集中的に耐火性能の低い建築物の除却を促進し、不燃化することにより、密集
市街地の安全性の向上を図る。
○ このため、耐火・準耐火建築物等とすることが義務づけられている地域に限定して、民間負担なしで空き家
の除却を進め、延焼防止性能を有する建築物への建替を支援する。

民間負担なしの空き家の除却 （令和２年度末まで）

【対象住宅・建築物】
空き家及び空き建築物

【交付率】
○建築物を取得して公共団体が直接除却する場合

国２／５ 地方３／５
○建物所有者が除却する場合

国２／５ 地方２／５ 所有者１／５

※住宅市街地総合整備事業（密集市街地整備型）

延焼防止性能を有する建築物への建替支援

【対象住宅・建築物】
昭和56年以前の住宅で、
耐震診断を実施しているもの

【交付額】
国と地方で定額100万円

（ただし、建替工事費の８割を限度）
※住宅・建築物安全ストック形成事業

（交付額は、パッケージ支援で建替の場合）

【対象住宅・建築物】

耐火・準耐火等義務づけ地域における空き家及び空き
建築物
【交付率】
○建築物を取得して公共団体が直接除却する場合

耐火・準耐火等義務づけ地域 国１／２ 地方１／２
○建物所有者が除却する場合

耐火・準耐火等義務づけ地域 国１／２ 地方１／２

※住宅市街地総合整備事業（密集市街地整備型）

【対象住宅・建築物】
昭和56年以前の住宅（木造及び鉄骨造）

（密集市街地については、円滑な建替のため、耐震診
断は不要に）

【交付額】
国と地方で定額100万円

（ただし、建替工事費の８割を限度）

※住宅・建築物安全ストック形成事業
（交付額は、パッケージ支援で建替の場合） 39



背 景 ・ 必 要 性

40

法 律 の 概 要

＜その他＞

① 老人ホーム等の共用の廊下や階段について、共同住宅と同様に、容積率の算定基礎となる床面積から除外
② 興行場等の仮設建築物の存続期間（現行１年）の延長等
③ 用途制限等に係る特例許可手続の簡素化 等

○ 空き家の総数は、この20年で１.8倍に増加して
おり、用途変更等による利活用が極めて重要

○ 一方で、その活用に当たっては、建築基準法
に適合させるために、大規模な工事が必要と
なる場合があることが課題

② 既存建築ストックの活用

○ 糸魚川市大規模火災（H28.12）や埼玉県三芳
町倉庫火災（H29.2）などの大規模火災による甚
大な被害の発生を踏まえ、建築物の適切な維
持保全・改修等により、建築物の安全性の確
保を図ることや、密集市街地の解消を進める
ことが課題

① 建築物・市街地の安全性の確保

○ 維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲を拡大（大規模倉庫等を想定）。
○ 既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導及び助言の創設。
○ 防火地域・準防火地域内において、延焼防止性能の高い建築物の建蔽率を10％緩和。

維持保全計画に基づく適切な維持保全の促進等により、建築物の更なる安全性の確保を図るとともに、
防火改修・建替え等を通じた市街地の安全性の確保を実現。

建築物・市街地の安全性の確保

③ 木造建築を巡る多様なニーズへの対応

○ 必要な性能を有する木造建築物の整備の円
滑化を通じて、木造に対する多様な消費者
ニーズへの対応、地域資源を活用した地域振
興を図ることが必要

改
修

【木材活用ニーズへの対応】

改修前（空き家） 改修後

【既存建築ストックの活用イメージ】

木造建築物等に係る制限の合理化

戸建住宅等の福祉施設等への用途変更に伴う制限の合理化

○ 戸建住宅等（延べ面積200㎡未満かつ階数３以下）を福祉施設等とする場合に、在館者が迅速に避難
できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。

○ 用途変更に伴って建築確認が必要となる規模を見直し（不要の規模上限を100㎡から200㎡に見直し）。

空き家等を福祉施設・商業施設等に用途変更する際に、大規模な改修工事を不要とするとともに、
手続を合理化し、既存建築ストックの利活用を促進。

大規模な建築物等に係る制限の合理化

○ 既存不適格建築物を用途変更する場合に、段階的・計画的に現行基準に適合させていくことを
可能とする仕組みを導入。

○ 新たに整備される仮設建築物と同様、既存建築物を一時的に特定の用途とする場合も制限を緩和。

既存建築ストックの多様な形での利活用を促進。

○ 耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直し（高さ13m・軒高9m超→高さ16m超・階数４以上） 。
○ 上記の規制を受ける場合についても、木材のあらわし等の耐火構造以外の構造を可能とするよう基

準を見直し。
○ 防火地域・準防火地域内において高い延焼防止性能が求められる建築物についても、内部の壁・柱

等において更なる木材利用が可能となるよう基準を見直し。

中層木造共同住宅など木造建築物の整備を推進するとともに、防火改修・建替え等を促進。

グループホーム、
飲食店、宿泊施設等

【平成30年６月27日公布】

【令和元年６月25日施行】

【令和元年６月25日施行】

【令和元年６月25日施行】

【令和元年６月25日施行】

【①、②は平成30年９月25日施行。③は令和元年６月25日施行／平成30年９月25日施行】

「建築基準法の一部を改正する法律（平成30年法律第67号）」の概要
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